
市　議　会　だ　よ　り　　６こだいら平成１７年（２００５年）７月３１日

一般質問

�

�

�

�

������������������������������������������������

������������������������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

１２日　議会報編集委員会
１３日　小平市第三次長期総合計画基本構想特別委員会
１９日　幹事長会議（臨時）
２２日　議会運営委員会（臨時）
２６日　４月臨時会
２７日　昭和病院組合議会臨時会

１０日　幹事長会議（臨時）
１１日　小平市第三次長期総合計画基本構想特別委員会
１３日　幹事長会議（臨時）
１６日　総務委員会
１７日　生活文教委員会

　　　議会運営委員会（臨時）
１８日　厚生委員会
　　　石川県白山市議会議員視察来庁（幼稚

園アットホーム事業）
１９日　建設委員会
２０日　５月臨時会初日
　　　議会運営委員会（臨時）
　　　三多摩上下水及び道路建設促進協議会
　　　東京河川改修促進連盟総会・促進大会
２３日　一般会計予算特別委員会（２５日まで）
２６日　特別会計予算特別委員会
　　　幹事長会議（臨時）
　　　議会運営委員会（臨時）
２７日　５月臨時会最終日
　　　東京都三多摩地区消防運営協議会
３０日　幹事長会議
３１日　小平・村山・大和衛生組合議会臨時会

２日　議会運営委員会

７日　６月定例会初日
　　　幹事長会議（臨時）
　　　議会運営委員会（臨時）
８日　６月定例会２日目（一般質問）
９日　６月定例会３日目（一般質問）
　　　議会運営委員会（臨時）
１０日　６月定例会４日目（一般質問）
１４日　総務委員会
１５日　生活文教委員会
１６日　厚生委員会管外視察（府中市）
１７日　建設委員会・市内視察
２０日　小平市第三次長期総合計画基本構想特別委員会
２１日　都市基盤整備調査特別委員会
２２日　産業活性化調査特別委員会
２３日　幹事長会議
２４日　議会運営委員会
２８日　小平・村山・大和衛生組合議会臨時会
２９日　６月定例会最終日
　　　議会報編集委員会

５日　多摩六都科学館組合議会臨時会
１２日　愛知県尾張旭市議会議員視察来庁（コ

ミュニティバス）
１３日　小平市第三次長期総合計画基本構想特別委員会
　　　三鷹・立川間立体化複々線促進協議会
　　　多摩地域都市モノレール等建設促進協議会
１５日　東京都十一市競輪事業組合議会臨時会
　　　東京都四市競艇事業組合議会臨時会
１９日　議会報編集委員会
２１日　三多摩上下水及び道路建設促進協議会第１委員会
２２日　三多摩上下水及び道路建設促進協議会第２委員会
２６日　昭和病院組合議会臨時会
　　　三多摩上下水及び道路建設促進協議会第３委員会
２７日　湖南衛生組合議会臨時会
　　　東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合議会臨時会
　　　多摩北部都市広域行政圏協議会審議会

４月１日～７月２７日
本会議、委員会、諸会議など

議議議議議議議議議議 会会会会会会会会会会 日日日日日日日日日日 誌誌誌誌誌誌誌誌誌誌議 会 日 誌

  
津
本
裕
子
議
員
（
公
明
）　

�
高
齢

者
実
態
調
査
の
結
果
は
。

　

�
介
護
予
防
教
室
の
内
容
は
。

　

�
傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
取
り
入

れ
る
べ
き
と
考
え
る
が
認
識
は
。

　

�
末
期
が
ん
患
者
に
対
す
る
介
護

保
険
の
適
用
に
つ
い
て
、
国
レ
ベ
ル

で
は
進
む
と
報
道
さ
れ
て
い
る
が
、

特
に
適
用
年
齢
前
や
介
護
家
族
に
対

す
る
救
済
策
は
。

市
長　

�
高
齢
者
生
活
状
況
ア
ン
ケ

ー
ト
で
は
、
健
康
・
普
通
に
生
活
し

て
い
る
と
い
う
人
が
約
５
割
で
、
病

院
等
に
か
か
っ
て
い
る
人
は
約
８
割

で
あ
る
。

　

�
健
康
運
動
指
導
士
、
歯
科
衛
生

士
等
が
講
話
や
、
筋
力
運
動
、
栄
養

改
善
指
導
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。

　

�
意
義
の
あ
る
活
動
と
認
識
し
て

お
り
、
こ
の
活
動
に
近
い
も
の
と
し

て
高
齢
ク
ラ
ブ
の
友
愛
実
践
活
動
等

が
あ
る
。

　

�
現
在
の
と
こ
ろ
詳
細
が
不
明
の

た
め
、
制
度
改
正
の
内
容
を
踏
ま
え

て
適
正
な
運
用
を
図
り
た
い
。

 
浅
倉
成
樹
議
員
（
公
明
）　

�
就
職

難
等
に
よ
り
生
活
保
護
の
受
給
世
帯

が
年
々
増
加
し
て
い
る
。
自
立
支
援

策
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
が
、
生
活

保
護
受
給
世
帯
の
動
向
は
。

　

�
市
の
自
立
支
援
策
は
。

　

�
都
は
今
年
度
か
ら
見
舞
金
を
廃

止
し
、
そ
の
財
源
を
自
立
支
援
事
業

に
当
て
る
と
し
て
い
る
が
現
状
は
。

市
長　

�
生
活
保
護
受
給
世
帯
は
、

平
成　

年
度
が
千
５
百　

世
帯
、
２

１６

４６

千
２
百
７
人
で
、
平
成
５
年
度
を
底

福

祉

福

祉

介
護
支
援
策
を

利
用
者
の
立
場
に
立
っ
て

生
活
保
護
受
給
者
に

対

す

る

支

援

に
２
倍
以
上
増
加
し
て
い
る
。
最
近

の
特
徴
と
し
て
は
、
経
済
状
況
を
反

映
し
て
失
業
者
か
ら
の
相
談
が
ふ
え

て
い
る
。

　

�
被
保
護
者
に
対
し
て
は
、
地
区

担
当
員
が
就
労
支
援
を
行
っ
て
き
た
。

今
後
は
、
国
が
平
成　

年
度
か
ら
公

１７

共
職
業
安
定
所
に
配
置
す
る
就
労
支

援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
連
携
を
図

り
な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
く
。

　

�
都
は
新
た
に
被
保
護
者
自
立
促

進
事
業
補
助
金
を
創
設
し
た
。
就
労

支
援
に
関
す
る
被
服
費
等
の
支
給
や
、

地
域
生
活
移
行
支
援
と
し
て
、
住
宅

契
約
に
関
す
る
火
災
保
険
料
等
の
支

給
等
を
行
う
と
い
う
も
の
で
、
現
在

準
備
を
進
め
て
い
る
。

 
橋
本
久
雄
議
員
（
緑
ネ
）　

�
市
内

の
精
神
病
院
の
ベ
ッ
ト
数
は
。

　

�
国
立
精
神
・
神
経
セ
ン
タ
ー
武

蔵
病
院
内
に
建
設
中
の
、
指
定
入
院

医
療
機
関
の
開
棟
時
期
は
。

　

�
新
病
棟
外
部
評
価
会
議
や
地
域

連
絡
会
議
の
準
備
状
況
は
。

　

�
い
わ
ゆ
る
社
会
的
入
院
と
言
わ

れ
る
患
者
を
、
退
院
後
に
地
域
で
受

け
入
れ
る
た
め
の
対
策
は
。

市
長　

�
国
立
精
神
・
神
経
セ
ン
タ

ー
武
蔵
病
院
は　

床
、
松
見
病
院
は

４４８

　

床
、
多
摩
済
生
病
院
は　

床
と
聞

３４４

２６２

い
て
い
る
。

　

�
平
成　

年
７
月
ご
ろ
の
開
棟
に

１７

向
け
て
準
備
を
進
め
て
い
る
と
聞
い

て
い
る
。

心
神
喪
失
者
等
医
療
観
察
法
は

障
害
者
の
自
立
に
逆
行
す
る

　

�
新
病
棟
外
部
評
価
会
議
は
６
月

下
旬
か
ら
７
月
上
旬
に
、
地
域
連
絡

会
議
は
６
月
中
に
準
備
会
議
を
開
催

す
る
予
定
と
聞
い
て
い
る
。

　

�
精
神
障
害
者
の
退
院
促
進
の
施

策
は
基
本
的
に
都
道
府
県
が
行
う
も

の
で
あ
る
が
、
障
害
者
自
立
支
援
法

の
動
向
を
見
極
め
つ
つ
的
確
な
対
応

を
し
て
い
き
た
い
。

 
岩
本
博
子
議
員
（
緑
ネ
）　

�
障
害

者
自
立
支
援
法
の
問
題
点
は
。

　

�
障
害
福
祉
計
画
な
ど
に
、
当
事

者
や
関
係
者
の
声
を
反
映
さ
せ
る
仕

組
み
が
必
要
と
思
う
が
ど
う
か
。

　

�
市
の
障
害
者
施
策
の
方
向
性
は
。

市
長　

�
制
定
プ
ロ
セ
ス
が
拙
速
過

ぎ
て
お
り
、
利
用
者
負
担
に
定
率
負

担
を
導
入
す
る
に
当
た
っ
て
の
所
得

保
障
制
度
と
の
関
係
な
ど
、
検
討
を

要
す
る
事
項
が
あ
る
。

　

�
障
害
福
祉
計
画
を
新
た
に
策
定

す
る
場
合
に
は
、
関
係
者
等
の
意
見

も
十
分
聞
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

�
障
害
者
基
本
法
の
理
念
に
基
づ

き
、
現
在
の
各
種
施
策
を
着
実
に
実

施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
今
後

は
社
会
情
勢
の
変
化
や
ラ
イ
フ
ス
テ

ー
ジ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
、
ニ
ー

ズ
に
合
っ
た
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
や

保
健
予
防
対
策
を
充
実
し
て
い
き
た

い
。

  
永
田
政
弘
議
員
（
政
和
）　

�
週
刊

誌
に
、刑
法
犯
悪
化
度
ラ
ン
キ
ン
グ
・

障
害
者
自
立
支
援
法
と

障
害
福
祉
計
画

防 災防 災
安 全安 全

刑
法
犯
悪
化
度
ラ
ン
キ
ン
グ

に
お
け
る
ワ
ー
ス
ト
ワ
ン

ワ
ー
ス
ト
ワ
ン
は
小
平
市
と
掲
載
さ

れ
た
が
、
ど
う
考
え
る
か
。

　

�
防
犯
に
つ
い
て
の
考
え
は
。

　

�
小
・
中
学
校
に
防
犯
緊
急
携
帯

メ
ー
ル
を
導
入
す
る
考
え
は
な
い
か
。

　

�
総
務
省
の
地
域
安
心
安
全
情
報

共
有
シ
ス
テ
ム
の
そ
の
後
の
経
過
は
。

市
長　

�
窃
盗
犯
、
知
能
犯
等
の
認

知
件
数
の
増
加
は
、
警
察
署
の
徹
底

し
た
取
り
締
ま
り
等
の
結
果
で
あ
る
。

粗
暴
犯
等
は
す
べ
て
ラ
ン
キ
ン
グ
外

で
あ
り
、
治
安
が
著
し
く
悪
化
し
て

い
る
と
い
う
認
識
は
な
い
。

　

�
市
民
、
警
察
、
防
犯
関
係
団
体

等
と
の
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
防

犯
意
識
等
の
啓
発
な
ど
を
実
施
す
る

の
が
市
の
役
割
と
認
識
し
て
い
る
。

教
育
長　

�
大
変
有
効
な
も
の
と
認

識
し
て
い
る
の
で
、
シ
ス
テ
ム
の
動

向
を
見
守
り
た
い
。

市
長　

�
今
年
度
も
実
証
実
験
を
行

い
改
良
を
進
め
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

 
西　

克
彦
議
員
（
共
産
）　

�
武
力

攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護

の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
、
い

わ
ゆ
る
国
民
保
護
法
に
基
づ
き
、
国

民
の
保
護
に
関
す
る
基
本
指
針
が
本

年
３
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
、
都
道
府

県
レ
ベ
ル
で
の
計
画
づ
く
り
が
進
ん

で
い
る
と
聞
く
が
、
都
の
動
き
は
。

　

�
市
も
準
備
を
始
め
て
い
る
か
。

市
長　

�
東
京
都
国
民
保
護
対
策
本

部
及
び
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部
条

例
等
が
施
行
さ
れ
、
対
策
本
部
と
協

議
会
が
制
度
化
さ
れ
た
。
ま
た
、
本

年
５
月
に
は
、
第
１
回
の
東
京
都
国

民
保
護
協
議
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　

�
本
年
度
末
ご
ろ
に
国
民
保
護
対

策
本
部
及
び
緊
急
対
処
事
態
対
策
本

部
条
例
と
国
民
保
護
協
議
会
条
例
を

制
定
し
、
来
年
度
中
を
め
ど
に
国
民

保
護
計
画
を
策
定
す
る
予
定
だ
が
、

現
段
階
で
は
都
が
開
催
す
る
学
習
会

や
意
見
交
換
会
に
参
加
し
て
、
情
報

収
集
を
行
っ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

国
民
保
護
法
と

行
動
計
画
づ
く
り

 
桜
田　

誠
議
員
（
公
明
）　

�
不
審

者
等
が
出
没
す
る
と
聞
く
が
、
市
は

状
況
を
把
握
し
て
い
る
か
。

　

�
玉
川
上
水
緑
道
な
ど
に
ス
ー
パ

ー
防
犯
灯
を
設
置
で
き
な
い
か
。
ま

た
、
設
置
条
件
は
。

　

�
グ
リ
ー
ン
ロ
ー
ド
に
お
け
る
防

犯
対
策
を
ど
う
考
え
て
い
る
か
。

市
長　

�
不
審
者
等
は
広
範
囲
に
わ

た
り
出
没
し
て
い
る
が
、
玉
川
上
水

緑
道
等
の
事
例
は
把
握
し
て
い
な
い
。

小
平
警
察
署
も
グ
リ
ー
ン
ロ
ー
ド
等

の
施
設
を
限
定
す
る
統
計
は
と
っ
て

い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

�
玉
川
上
水
等
に
設
置
す
る
場
合

は
、
法
律
や
都
条
例
に
よ
り
環
境
保

全
を
条
件
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
規
制

が
あ
り
、
植
生
や
景
観
上
の
問
題
も

生
じ
る
こ
と
か
ら
困
難
と
考
え
る
。

設
置
す
る
場
合
は
、
犯
罪
認
知
件
数

や
地
域
住
民
の
要
望
等
を
総
合
的
に

勘
案
し
て
、
設
置
地
区
を
定
め
る
と

警
視
庁
か
ら
聞
い
て
い
る
。

　

�
夜
の
ひ
と
り
歩
き
等
に
は
適
さ

な
い
面
も
あ
る
の
で
、
防
犯
意
識
を

持
っ
て
利
用
す
る
よ
う
啓
発
し
た
い
。

※
ス
ー
パ
ー
防
犯
灯
と
は

　

事
件
、
事
故
な
ど
が
発
生
し
た
と

き
に
緊
急
通
報
ボ
タ
ン
を
押
す
と
、

イ
ン
タ
ー
ホ
ン
で
警
察
署
と
通
話
が

で
き
る
街
頭
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
で
、

非
常
用
赤
色
灯
、
警
報
、
通
報
装
置
、

防
犯
カ
メ
ラ
を
装
備
し
た
街
路
灯
型

の
防
犯
装
置
の
こ
と
。

  
浅
倉
成
樹
議
員
（
公
明
）　

開
発
行

為
で
つ
く
ら
れ
た
行
き
ど
ま
り
道
路

の
場
合
、
出
口
に
設
置
す
る
カ
ー
ブ

玉
川
上
水
な
ど
グ
リ
ー
ン
ロ
ー
ド
に

ス
   

ー
パ
ー
防
犯
灯
の
設
置
を

※

道

路

道

路

再
び
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
の

設
置
基
準
の
見
直
し

ミ
ラ
ー
は
全
額
個
人
負
担
と
な
っ
て

い
る
が
、
一
部
を
補
助
し
、
負
担
軽

減
を
図
る
考
え
は
な
い
か
。

市
長　

行
き
ど
ま
り
道
路
は
、
交
差

点
の
状
況
を
把
握
し
て
い
る
居
住
者

が
利
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
設
置
し

て
い
な
い
が
、
今
後
は
交
差
点
の
交

通
量
や
交
差
す
る
部
分
の
形
状
等
に

よ
っ
て
は
、
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
の
効
用

が
大
き
く
期
待
で
き
る
こ
と
も
あ
る

の
で
、
設
置
基
準
の
見
直
し
を
予
定

し
て
い
る
。
費
用
負
担
に
つ
い
て
も

あ
わ
せ
て
検
討
し
た
い
。

 
原　

邦
彦
議
員
（
公
明
）　

�
新
市

長
の
も
と
、
未
解
決
事
業
の
見
直
し

を
し
て
ほ
し
い
が
ど
う
か
。

　

�
市
長
を
含
む
幹
部
が
解
決
に
向

け
、
積
極
的
に
現
場
と
の
協
議
を
進

め
て
ほ
し
い
が
ど
う
か
。　

　

�
未
解
決
事
業
の
解
決
に
よ
り
、

市
民
の
安
全
や
サ
ー
ビ
ス
が
拡
大
す

る
と
の
考
え
に
立
ち
、
最
優
先
に
取

り
組
む
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

　

�
石
置
き
道
路
の
そ
の
後
は
。

市
長　

�
拡
幅
整
備
等
に
お
い
て
、

境
界
の
承
諾
が
得
ら
れ
ず
、
整
備
が

進
ま
な
い
路
線
が
あ
る
が
、
確
定
に

向
け
努
力
し
て
い
き
た
い
。

　

�
関
係
者
の
理
解
と
協
力
が
得
ら

れ
る
よ
う
、
今
後
と
も
一
層
の
努
力

を
し
て
い
き
た
い
。

　

�
重
要
課
題
と
認
識
し
て
お
り
、

今
後
も
適
正
な
道
路
整
備
が
進
め
ら

れ
る
よ
う
、
地
権
者
と
話
し
合
い
を

重
ね
て
い
き
た
い
。

石
置
き
道
路
に
代
表
さ
れ
る

未
解
決
事
業
の
再
度
の
見
直
し
を

　

�
定
期
的
に
協
議
を
行
っ
て
い
る

が
、
解
決
に
至
っ
て
い
な
い
。

 
立
花
隆
一
議
員
（
公
明
）　

�
安
全

対
策
に
ど
う
取
り
組
ん
だ
の
か
。

　

�
十
二
小
通
り
に
接
し
て
店
舗
等

の
建
設
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
工
事

車
両
に
よ
る
児
童
・
生
徒
へ
の
影
響

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
安
全
対
策

は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

　

�
東
小
川
橋
の
安
全
対
策
と
し
て

要
望
し
た
西
側
横
断
歩
道
の
設
置
状

況
と
信
号
機
の
設
置
は
。

市
長　

�
路
側
帯
の
新
設
、
老
朽
化

し
た
路
面
表
示
の
再
塗
装
、
見
通
し

の
悪
い
カ
ー
ブ
の
カ
ラ
ー
舗
装
な
ど

を
実
施
し
た
。

　

�
車
両
の
状
況
に
よ
り
、
店
舗
管

理
者
に
必
要
な
対
策
を
要
望
し
た
い
。

　

�
小
平
警
察
署
に
要
望
し
た
結
果
、

横
断
歩
道
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
が
、
信
号
機
の
設
置
は
困
難
と

聞
い
て
い
る
。

十
二
小
通
り
で
の
安
全
性
は

改
善
さ
れ
た
の
か カーブミラーで安全確認

�
国
立
精
神
・
神
経
セ
ン
タ
ー

武
蔵
病
院（
小
川
東
町
四
丁
目
）

カラー舗装された十二小通り

6月

（　　　　　　　　　　）
4月

5月

7月


